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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
規
制
改
革
実
施
計
画
に
基
づ
く
診
療
記
録
高
額
手
数
料
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
見
直
し
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
規
制
改
革
実
施
計
画
」
（
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
度
中

に
、
医
療
機
関
に
お
け
る
開
示
手
数
料
の
算
定
に
係
る
推
奨
手
続
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
、
現
在
、
厚
生
労
働
省
に
お
い

て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
に

お
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
徴
収
す
る
場
合
は
、
「
実
費
を
勘
案
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
手
数
料
の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
医
療
機
関
が
個
人
情
報
取

扱
事
業
者
に
該
当
す
る
場
合
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
実
施

に
関
し
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
各
医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
情
報
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の
提
供
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
「
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
録
の
開
示
に
係
る
実
態
調
査
に
つ
い
て
（
協
力
依
頼
）
」

（
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
医
事
課
長
事
務
連
絡
）
に
よ
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
患
者

等
の
負
担
も
考
慮
し
つ
つ
、
必
要
な
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

三
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
案
の
詳
細
な
事
実
関
係
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
な
お
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
数

料
を
徴
収
す
る
場
合
は
、
「
実
費
を
勘
案
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
手
数
料
の
額
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
医
療
機
関
が
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
該
当
す
る
場
合
、
法
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
実
施
に
関
し
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を

遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
高
齢
者
や
自
宅
療
養
の
患
者
が
増
加
す
る
中
で
は
行
政
や
自
治
体
な
ど
も
代
理
人
請
求
が
で
き
る
様
に
患
者

や
家
族
、
遺
族
の
利
便
性
を
考
え
る
べ
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
に
関
し
て
は
、
行
政
機
関
が
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
に
つ
い
て
、
広
く
代
理
人
に
よ
る
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
、
本
人
の
権
利
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
人
及
び
法
定
代
理
人
に
限
っ
て
請
求
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
法
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特
性
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
た
個
人
情
報
保
護
条
例
等
に
基

づ
き
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
指
導
の
徹
底
と
と
も
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
法
に
関
し
て
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
法
第
二
十
九
条
第

一
項
に
お
い
て
は
、
「
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
内
容
の
訂
正
、
追
加

又
は
削
除
・
・
・
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
「
個
人
情
報
取
扱
事
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業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
の
訂
正
等
に
関
し
て
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
特
別

の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
必
要
な
調
査
を
行

い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
内
容
の
訂
正
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
、
内
容
の
訂
正
等
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
お
い
て

適
切
に
対
応
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


